
行
財
政
改
革
の
推
進
力
を
さ
ら
に
強
め
る
た
め

４
月
か
ら
市
の
組
織
を
一
部
変
更
し
ま
す

【
組
織
変
更
の
ポ
イ
ン
ト
】

市
民
と
の
共
創
を
柱
と
す
る

第
５
次
行
財
政
改
革
の
推
進

　
市
民
と
の
共
創
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
取
組
み
の
柱
の
一
つ
と
す

る
第
５
次
行
財
政
改
革
大
綱
を
強

力
に
推
進
す
る
た
め「
市
長
公
室
」

を
新
設
し
、
秘
書
、
企
画
お
よ
び

行
財
政
改
革
推
進
機
能
を
統
合
し

ま
す
。

民
間
事
業
者
等
と
の
連
携

（
公
民
連
携
）の
推
進

　
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
解
決
に
民

間
の
柔
軟
な
発
想
や
ア
イ
デ
ア
、

新
た
な
技
術
な
ど
を
取
り
入
れ
、

市
民
や
民
間
事
業
者
等
と
の
連
携

（
公
民
連
携
）機
能
を
強
化
す
る
た

め
、
経
営
企
画
課
に「
未
来
共
創

室
」を
新
設
し
ま
す
。

多
文
化
共
生
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

ギ
ャ
ッ
プ
解
消
の
一
体
的
な
推
進

　
多
様
性
を
認
め
合
い
、
自
分
ら

し
く
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
さ

ら
に
進
め
る
た
め
、
く
ら
し
創
造

部
に「
多
様
性
推
進
・
ジ
ェ
ン
ダ

ー
ギ
ャ
ッ
プ
対
策
課
」を
新
設
し

ま
す
。

効
果
的
、
効
率
的
な
行
政
運
営

　
特
定
の
課
に
属
さ
ず
独
立
し
た

立
場
で
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、

健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課
の
福
祉

監
査
室
を
廃
止
し
、
健
康
福
祉
部

に「
福
祉
監
査
課
」を
新
設
し
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
・
モ
ン
ゴ
ル
民
族

博
物
館
を
含
め
た
こ
れ
ま
で
の
モ

ン
ゴ
ル
と
但
東
地
域
の
関
係
性
を

活
用
し
た
地
域
振
興
を
推
進
す
る

た
め
、
日
本
・
モ
ン
ゴ
ル
民
族
博

物
館
の
所
管
を
観
光
文
化
部
文
化・

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
か
ら
但
東
振
興

局
地
域
振
興
課
に
変
更
し
ま
す
。

《
問
合
せ
》経
営
企
画
課
☎
21
–

９
０
２
２

　
第
５
次
行
財
政
改
革
大
綱「
豊
岡
で
暮
ら
し
て
よ
か
っ
た
と
み
ん
な

が
実
感
で
き
る
ま
ち
」の
実
現
を
目
指
し
、
市
民
と
の
共
創
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
や
市
民
視
点
で
の
サ
ー
ビ
ス
改
革
な
ど
行
財
政
改
革
の
推
進
力

を
さ
ら
に
強
め
る
た
め
、
４
月
１
日
か
ら
市
の
組
織
を
一
部
変
更
し
ま

す
。

《新設または所属部を変更する部署（赤字）》
部名 課名

市長公室 秘書広報課、経営企画課（未来共創室）、ＤＸ・行財政
改革推進課

行政管理部 財政課、資産活用課

くらし創造部 地域づくり課、多様性推進・ジェンダーギャップ対策
課、生活環境課

健康福祉部 社会福祉課、高年介護課、福祉監査課、健康増進課
但東振興局 地域振興課（日本・モンゴル民族博物館）

　
春
先
は
空
気
が
乾
燥
し
、
風
が

強
い
た
め
、
枯
草
な
ど
の
焼
却
火

が
拡
大
、
ま
た
は
、
飛
び
火
し
て

建
物
や
山
林
な
ど
に
延
焼
す
る
火

災
が
発
生
し
や
す
い
時
期
で
す
。

た
き
火
に
よ
る
火
災
事
例

▽
刈
り
取
っ
た
枯
草
を
焼
却
中
、

風
に
あ
お
ら
れ
周
囲
の
枯
草
に

着
火
し
延
焼
拡
大
し
た
。

▽
た
き
火
の
消
火
が
不
十
分
で
あ

っ
た
た
め
再
燃
し
、
周
囲
の
枯

草
に
着
火
し
延
焼
拡
大
し
た
。

た
き
火
の
際
の
注
意
事
項

▽
風
の
強
い
日
は
避
け
る
。

▽
火
の
そ
ば
か
ら
離
れ
な
い
。

▽
終
わ
っ
た
後
は
、
水
を
掛
け
、

残
り
火
が
な
い
よ
う
に
す
る
。

《
問
合
せ
》
豊
岡
消
防
署

　
☎
24
–
８
０
３
９

春
は
た
き
火
に
よ
る
火
災
に
注
意

ごみの野外焼却は
禁止されています

　家庭や会社から出たごみ
などは、種類に関わらず、
屋外での焼却が法律で禁止
されています。家庭での火
災予防とごみの適正な処理
をお願いします。
《問合せ》生活環境課
　☎23-5304
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